
所有者

利活用希望者

夫
の
死
後
、
子
ど
も
と

暮
ら
す
た
め
自
宅
を
離
れ

ま
し
た
。
時
々
掃
除
に
出

向
い
て
い
ま
す
が
、
他
に
ど
ん
な
こ
と
に
注

意
し
て
管
理
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

空
き
家
の
所
有
者
に
は
、
建
物
の
管
理
責

任
が
あ
り
、
倒
壊
な
ど
で
他
人
に
被
害
を
及

ぼ
し
た
場
合
、
民
法
の
規
定
に
よ
り
損
害
賠

償
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
次

の
項
目
を
意
識
し
て
、
適
切
な
管
理
を
行
い

ま
し
ょ
う
。

空
き
家
の
こ
ん
な
と
こ
ろ
を
チ
ェ
ッ
ク

□
屋
根（
変
形
・
破
損
・
剥
が
れ
）

□
軒
裏（
浮
き
・
破
損
・
剥
が
れ
）

□
雨
と
い（
水
漏
れ
・
変
形
・
外
れ
）

□
土
台
・
基
礎（
破
損
・
腐
朽
・
ず
れ
）

□
家
の
周
り（
塀
の
ひ
び
・
割
れ
・
傾
き
な
ど
）

□ 

窓
・
ド
ア 

（
ガ
ラ
ス
割
れ
・
傾
き
・
開
閉
不
具
合
）

□ 

バ
ル
コ
ニ
ー
・
ベ
ラ
ン
ダ
・
屋
上
階
段 

（
腐
食
・
破
損
・
傾
斜
・
さ
び
）

□ 

外
壁（
腐
朽
・
剥
が
れ
・
破
損
・
浮
き
）

□ 

家
の
中（
雨
漏
り
・
カ
ビ
・
給
排
水
の
不

具
合
・
害
虫
の
大
量
発
生
・
臭
気
な
ど
）

　

当
て
は
ま
る
も
の
は
す
ぐ
に
補
修
し
ま

し
ょ
う
。
な
お
、
空
き
家
の
管
理
代
行
を

行
っ
て
い
る
事
業
者
も
あ
り
ま
す
。

放
置
空
き
家
は
お
金
が
か
か
り
ま
す

人
が
住
ん
で
い
な
い
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を

行
っ
て
い
な
い
住
宅
は
傷
み
が
早
く
な
り
、

改
修
や
修
繕
に
多
額
の
費
用
が
か
か
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
危
険
性
や
衛
生
性
、
景
観
な
ど
に

著
し
い
問
題
が
あ
る
場
合
に
は
、「
空
家
等
対

策
特
別
措
置
法
」に
基
づ
き
、「
特
定
空
家
等
」

に
認
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場

合
、
措
置
の
助
言
や
指
導
、
勧
告
命
令
、
取

り
壊
し
な
ど
の
行
政
措
置
が
行
わ
れ
、
適
切

な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
、
空
き
家

の
敷
地
に
対
し
て
、
住
宅
用
地
の
特
例
措
置

が
適
用
さ
れ
ず
、
固
定
資
産
税
が
高
く
な
り

ま
す
。
さ
ら
に
、
取
り
壊
し
な
ど
に
要
し
た

全
て
の
費
用
が
所
有
者
に
請
求
さ
れ
ま
す
。

空
き
家
を
利
用
し
て
、

地
域
の
人
が
気
軽
に
立
ち

寄
る
こ
と
の
で
き
る
交
流

の
場
を
作
り
た
い
で
す
。

空
き
家
や
解
体
後
の
跡
地
を
効
果
的
に
利

用
す
る
こ
と
は
、
ま
ち
づ
く
り
や
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
活
動
に
大
切
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。

空
き
店
舗
な
ど
の
利
活
用
補
助
に
つ
い
て

駅
周
辺
の
空
き
店
舗
の
利
活
用
を
促
す
た

め
、
改
装
費
お
よ
び
賃
借
料
を
補
助
す
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。

空き家になってから、
掃除には来ているけど、
この先どうしよう…

空き家を利用して
交流の場を
作りたいなぁ…

…

所有者

この先、実家に
住む人がいないな…
どうしよう…

相続予定者

お隣さん、
空き家になってから
家屋が破損していて
危ないな…

ら
て

隣人利活用希望者

ここで解決！空き家をめぐる疑問、
　一定期間、居住その他の使用がなされていない建物や敷地のことを「空き家」といいます。市内の空き家と思われる物
件は567件（平成29年9月空き家等実態調査）。老朽化の進んだ空き家は周辺に迷惑を掛けるだけでなく、所有者自身に
も大きな負担になることがあります。空き家の適切な管理・利活用や、空き家にしない対策をしましょう。

都市計画課　☎（45）6237

住まない家、

どうする～？
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隣 人

空き家総合相談窓口
市は（公社）愛知県宅地建物取引業協会と連携し、空き家に関する総合的な相談を無料で行うことができる窓
口を開設しました。なお、相談から発生する事務に伴う個別の業務（仲介に伴う契約業務や登記名義の変更な
ど）については、別途費用が発生します。

専用ダイヤル　052（522）2567
受付時間  平日9:00～12:00、13:00～17:00(祝日および（公社）愛知県宅地建物取引業協会休業日を除く）
相談内容  毅空き家・空き地の売買　毅空き家・空き地の管理 

毅空き家の解体　毅住宅診断　毅税金・法律関係　など

大府市空き家バンクポータルサイト
平成30年度から、空き家の所有者と利活用したい方をつなぐ、インターネットサイトを開設

しました。ぜひご利用ください。　　　http://akiyabk.com/oobu/

実
家
に
は
ま
だ

両
親
が
住
ん
で
い

ま
す
が
、
こ
の
先

誰
も
住
む
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

何
を
準
備
し
て
お
く
べ
き
な
の

か
、
知
り
た
い
で
す
。

住
む
人
が
い
な
く
な
っ
た
と
き

に
ス
ム
ー
ズ
に
引
き
継
ぐ
た
め

に
、
住
ん
で
い
る
と
き
か
ら
権
利

関
係
の
確
認
や
登
記
の
変
更
、
相

続
、
利
活
用
な
ど
の
対
策
を
し
て

お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

空
き
家
譲
渡
所
得
の 

３
０
０
０
万
円
特
別
控
除
に
つ
い
て

空
き
家
の
発
生
を
抑
制
す
る
た

め
の
特
別
措
置
と
し
て
、
空
き
家

の
譲
渡
所
得
を
控
除
で
き
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。
空
き
家
を
相
続
し

た
方
が
、
相
続
日
か
ら
3
年
を
経

過
す
る
年
の
12
月
31
日
ま
で
に
当

該
家
屋
な
ど
を
他
人
に
譲
渡
し

た
場
合
、
譲
渡
所
得
か
ら
最
大

３
０
０
０
万
円
が
特
別
控
除
さ
れ

ま
す
。

※ 

詳
細
は
税
務
署
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

隣
の
家
が
空

き
家
に
な
っ
て
か

ら
、
建
物
が
破
損

し
た
り
、
樹
木
が

敷
地
を
は
み
出
し
て
き
た
り
し
て

困
っ
て
い
ま
す
。

空
き
家
に
関
す
る
相
談
に
つ
い

て
は
、
相
談
窓
口
を
一
本
化
し
、

相
談
体
制
を
整
え
て
適
切
か
つ
迅

速
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
多
岐
に
わ
た
る
関
係

法
令
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
関
係

団
体
と
連
携
し
、
建
築
や
不
動
産

な
ど
の
専
門
家
に
よ
る
相
談
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

空
き
家
全
般
に
関
す
る 

　
　
　
　
　

  

問
い
合
わ
せ

都
市
計
画
課　

☎（
45
）６
２
３
７

大府市
空き家
バンク
ポータルサイト

空き家所有者 利活用希望者

貸したい
売りたい

借りたい
買いたい

募 集

相談・申込

契約の媒介

情 報 提 供

相談・申込

契約の媒介

相続予定者

お困りごと、

受け付けます !!
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